




























令和０８年度

 次ページ以降は、本篇の本工事費内訳書に、「電動機整備工（別冊計上）」として

工事価格相当額を計上している。

別 冊

西川第２揚水機場電気通信設備更新工事（電動機整備工）

※





























本工事は、「新潟県農地部施設機械工事等標準仕様書」及び添付の「特記仕様書」により施工すること。

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合、明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

Ⅰ 工 程 関 係 1. 関連する別途工事あり
・ 工 事 名 ：
・ 予定期間 ：

2. 施工時期、時間、方法の制限あり
・ 時 期 ：
・ 時 間 ：
・ 方 法 ：

3. 関係機関協議による工程条件あり
・ ：
・ ：

4. その他
・

Ⅱ 用 地 関 係 1. 工事用地等の未処理部分あり
・ ：
・ ：

2. 仮設ヤードの指定等あり
・ 場 所 ：
・ 期 間 ：

3. その他

Ⅲ 公 害 対 策 関 係 1. 公害防止の制限あり　（　騒音　・　振動、　排出ガス、　粉じん、　水質等　）
・ 施工方法 ：
・ 作業時間 ：

2. 家屋等の調査の必要性あり
・ 方 法 ：
・ 範 囲 ：

3. その他
・ 機械の仕様は排出ガス対策型とする。

Ⅳ 安 全 対 策 関 係 1. 交通安全施設等の指定あり
・ ： （勤務実績提出の必要あり）
・ ：

2. 近接作業の制限あり　（　鉄道、　ガス、　水道、　下水道、　電気、　電話等　）
・ ：
・ ：
・ ：

3. 発破作業あり
・ 保安設備及び保安要員 ：
・ ：
・ ：

4. 防護施設　（　落石、　雪崩、　土砂崩壊等　）

5. その他

Ⅴ 工事用道路関係 1. 一般道路を搬入路としての使用制限あり
・ 搬入経路 ：
・ 期 間 ：
・ ：

2. 一般道路の占用
・ 期 間 ：
・ 規制条件 ：
・ 時間制限 ：

3. 仮設道路設置
・ ：
・ 用地関係 ：
・ 安全施設 ：
・ 工事完了後の措置 ： 「存置」　または　「撤去」

4. その他

完了予定時期

工　事　仕　様　書　総　括

施　工　条　件　総　括　表

明　示　項　目 明　　　示　　　事　　　項

協 議 内 容

処理見込時間
区 間

交通誘導警備
その他施設等

内 容
工 法 制 限
作業時間制限

防 護 工
作業時間制限

使用後の措置

工法指定の有



Ⅵ 仮 設 備 関 係 1. 仮設備の指定あり

2. 仮設備の条件指定あり

3. 仮設構造物の転用、兼用あり
・ 工 種 ：
・ 内 容 ：

4. イメージアップあり
・ 内 容 ：

5. その他

Ⅶ 残 土 ・ 産 業 　　別紙　「建設副産物特記仕様書」　のとおり
廃 棄 物 関 係

Ⅷ 工 事 支 障 1. 占用支障物件あり　（　電気、　電話、　水道、　下水道、　ガス等　）
物 件 等 ・ 内 容 ：

・ 移設、撤去、防護方法等　　 ：　 試掘後、現地立会にて対応
・ 時 期 ：

2. 占用物件重複施工あり
・ 内 容 ：

3. その他

Ⅸ 排 水 工 1. 濁水、湧水処理の特別な対策あり
（ 濁 水 処 理 含 ） ・ 内 容 ：

Ⅹ 薬 液 注 入 関 係 1. 薬液注入工法あり
・ 内 容 ：

ⅩⅠ そ の 他 1. 現場発生材あり
・ 品 名 ：
・ 納入場所 ：

2. 支給材及び貸与品あり
・ 品 名 ：
・ 引渡場所 ：

3. 工事書類の簡素化について
・

4. その他
・ 施工計画書を提出すること
・ 新潟県グリーン購入調達方針に基づき、可能な限り、特定調達品目の使用に努めること。
・ 週休2日適用工事について

新潟県農地部の「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」実施要領による。

本工事は少額工事であるため、工事書類の簡素化を図るものとする。提出書類については、工事書
類作成マニュアル（新潟県土木部）に基づくものとするが、詳細については監督員に確認すること。

明　示　項　目 施　　　　工　　　　条　　　　件



1. 　再生資材の利用
下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

2. 　建設発生土の利用
盛土等に使用する発生土は、下記の工事から建設発生土を利用するものとする。

3. 　建設発生土の搬出
工事の施工により発生する建設発生土は、下記により積算している。

建設発生土改良土プラントへ土砂を運搬処理する場合、上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

受入先が建設発生土改良土プラントの場合、搬出先欄には、「プラント」と記載し、搬出先地名、連絡先の欄は記入しない。

4. 　建設廃棄物の搬出
工事の施工により発生する廃棄物は、下記により積算している。

5. 　舗装版切断時の濁水搬出
工事の施工により発生する舗装版切断濁水は、下記により積算している。

6.

7. 　自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

8. 　再生資源利用計画書の必要の有無

有

9. 　再生資源利用促進計画書の必要の有無

有

10. 　協議について

「建設リサイクルデータ統合システム（EXCEL 又はCOBRIS）」を用いて作成し、計画書は施工計画書に添
付、実施書は完了時にＣＤｰＲ等で提出すること。

「建設リサイクルデータ統合システム（EXCEL 又はCOBRIS）」を用いて作成し、計画書は施工計画書に添
付、実施書は完了時にＣＤｰＲ等で提出すること。

　建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに
発注者に報告し、協議すること。

発注機関 工事名

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施
設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事
項についてはこの限りではない。

受 入 時 間
設 計 受 入 費 用
備 考

　上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、発注者が想定している施設と受注者の提示する施
設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事
項についてはこの限りではない。

備　　考

設 計 運 搬 距 離

設 計 受 入 費 用
備 考

搬 出 先
搬 出 先 地 名

○建設副産物特別仕様書

再生資材名 規　格 使用箇所 備　考

発生場所 施工会社名・連絡先

連 絡 先
設 計 運 搬 距 離
受 入 時 間

備 考

　建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第１８条に
基づき再資源化等完了報告書を提出すること。

設 計 受 入 費 用
仮 置 場 所 の 有 無

搬出する廃棄物名
設 計 運 搬 距 離
受 入 時 間



○材料指定関係 
 材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料の仮設工にお

ける数量・材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考

であるので、指定とならない。 

 
○建設工事請負基準約款関係等 

1.関連工事 

 

建設工事請負基準約款（以下「約款」という。）第 2 条の関連工事 

2.特許権等の使用 

 

約款第 9 条の特許権、その他第三者の権利の対象となっている施工

方法の指定 

3.工事材料の検査 

 

約款第 14 条 2 項の規定による検査 

4.監督員の立会 

 

約款第 15 条による立会い 

5.支給材料及び 

  貸与品 

約款第 16 条に定めるもの 

6.部分払い 

 

約款第 38 条で定める部分払いの対象とするものは、工事執行規定第

39 条に定めるもの全部とする。ただし、このうち(11)特注品は現場

に仕付済みのものを出来形とする。 

7.部分引渡し 

 

約款第 39 条で定める部分引渡しの指定 

8.災害保険等 

 

約款第 52 条で定める災害保険等の指定 

9.現場発生材 

 

 

10.工事 

 

約款第 1 条により特別に定める事項 

 

11.安全教育 

 

 

12.その他 

 

 

 



西川第２揚水機場 電気通信設備更新工事 

特記仕様書 

 

1.総則 

(1)総則 

本工事は、西川第２揚水機場の受配電設備の更新を行うものである。機器製作・施

工にあたっては「農業土木工事標準仕様書」（新潟県農地部制定）に基づいて実施する

ものとする。※以下「仕様書」 

但し、同仕様書に対する特記事項・追加事項については、この特記仕様書によるこ

ととする。 

 

 

2.工事内容 

(1)目的 

本工事は、「基幹水利施設ストックマネジメント事業」西川第２揚水機場電気通信設

備更新工事として、揚水機場内の受配電設備の更新及び電動機の工場整備を実施する

ものである。 

 

(2)工事場所 

新潟県東蒲原郡阿賀町 日野川 地内（西川第２揚水機場） 

 

(3)工事概要 

高圧受電盤更新     １面 

上記に伴うケーブル更新 １式 

電動機（１台）の工場整備（ベアリング交換・洗浄乾燥ワニス処理） １式 

 ※電動機の仕様については３－（４）参照 



(4)現場条件 

受注者は現場の状況に配慮、必要に応じて監督員及び施設管理者との協議を行い対

応すること 

 

(5)提出書類 

提出書類は基本 A４判とし、監督員から指定を受けた日時までに書面にて提出する

こと。 

・施工計画書 

・承諾図書 

・完成図書 

・施工図 

・工事写真 

※提出部数については監督員との協議とする。 

 

(6)仮設（電力等） 

工事において使用する電力設備及び電力料金について受注者負担とするが、動作確

認実施時に使用する電力料金は発注者又は施設管理者負担とする。 

 

 

３.機器等仕様 

高圧受電盤   １面 

高圧受電盤については既設同等の機能を有するものとする。 

(1)仕様   6H-2 相当 

 

(2)変圧器  下記の油入変圧器を盤内に設置すること。  

   三相 6600/400-200V ダイヤル温度計付 １台  



   単相 200/100V   １台 

 

(3)寸法 既設場所に同様に設置することから、幅寸法は既設以下とすること。 

 

(4)その他 低圧操作盤・各機器が正常に動作すること。 

  各機器の仕様は下記を参考にすること。 

  低圧操作盤  １面 製造者：株式会社東芝 

  主ポンプ 横軸両吸込渦巻ポンプ φ250×φ200  

    １台 製造者：株式会社クボタ 

  電動機  三相誘導電動機 75kW  

    １台 製造者：株式会社東芝    

 

 

４.材料        

機器の据付時に使用する主要な材料は仕様書第１編第２章による。その他は下記の

仕様によることとする。 

 

(1)規格・品質 

電線等 

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JIS C 3605 

電線管 

鋼製電線管 JIS C 8305 

 

(2)提出書類 

使用する材料についてはカタログ等及び検査成績書（アンカーボルトのみ対象）を

提出すること。 



 

 

５.現地工事（据付・総合試運転・調整） 

(1)一般事項 

据付は仕様書によることとする。機器の据付場所については操作や保守点検が容易

に可能となるように、事前に監督員及び施設管理者と協議を行い決定すること。機器

の撤去・据付を行う際には既設構造物、機器に損傷を与えないように注意すること。 

 

(2)アンカーボルト        

盤の新設について、耐震強度を検討し、据付時（アンカー打設時）には強度の確認

をすること。 

 

(3)総合試運転・調整  

総合試運転では主ポンプを動作させ、実送水による実負荷運転を行うこと。日程に

ついては監督員・施設管理者と協議の上決定すること。 

実施した試運転結果・調整結果について終了後速やかに監督員に提出すること。 

 

 

６.その他  

本特記仕様書に記載のない事項及び、機器製作・施工にあたり疑義が生じた場合

は、速やかに監督員と協議を行うこと。       

        



凡  例

主要地方道・県道

計画施設

受益区域

P

西川第２揚水機場

P

A=43.0 ha

位 置 図

新潟

信濃川

阿賀野川

八田蟹地区三階原地区

基幹水利施設ストックマネジメント事業 三階原地区

西川第２揚水機場電気通信設備更新工事 位置図



電動機



高圧受電盤



高圧受電盤


